
【お問い合わせ先】
本店 創業サポートチーム ＴＥＬ043-311-5001

割引後の保証料率→創業関連保証0.6％、スタートアップ創出促進保証制度0.8％

※１）認定経営革新等支援機関
中小企業等経営強化法に基づき主務大臣の認定を受けた専門家（税理士・中小企業診断士
等）です。
最寄りの認定経営革新等支援機関は、中小企業庁ＨＰにてご確認ください。

※２）創業事業者
これから創業を予定されている方、または事業を開始した日から１年経過していない方。
（スタートアップ創出促進保証制度は中小企業者である会社（設立予定を含む）の場合のみ
対象となります。）
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https://www.chiba-cgc.or.jp/

お客様
（創業事業者）

金融機関
認定支援機関

創業計画策定

計画策定支援
創業に関する
アドバイス

融
資

保
証
協
会

保
証

お客様
（創業事業者）

認定支援機関

金融機関

保
証
協
会

計
画
実
行
状
況

の
報
告
・確
認

（年
2
回
以
上
）

計画の修正に

係るアドバイス
その他
経営支援

相
談
等

相
談
等

お客様
の

状況を
年1回
報告

連
携

連
携

ただし、県制度・創業資金は除きます。

R5.3改正

※スタートアップ創出促進保証制度を利用する場合は、上記の報告等に加え、同制度要綱に定められた報告等
が必要となります。


